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「納得」に基づく

需要側と保険側の均衡を

自由経済市場においては、需要側のニーズ

に合ったものを提供するべく、供給側が努力

することが普通のこととして行われている。

したがって、選択権は通常需要側にあり、ど

のデパートに行って何の品物を選ぶかは消費

者の側に委ねられることとなる。

医療や福祉は長い間供給側の手に委ねられ

てきた。病院や福祉施設では、供給側による

ある程度の規制を要する特殊な場として、限

定付きで自由の束縛があり、需要側は定めら

れた環境や監督の下に生活してきた現実があ

る。しかし、たいていは病人、あるいは障害者

と名指 される人たち個人に対 しての医療や福

祉であり、家族にまでその規制が及ぶことは

避けることができたのである。

しかしここにきて、事情は変わりつつある。

在宅医療、在宅福祉が声高に叫ばれ、我も我

もと数多 くの医療者、福祉業者が参入するよ

うになるにつけ、果たして需要側のニーズに

合った制度の下に、それら業者が活動してい

るのかどうか、疑問を感じざるを得ない。

在宅においては、家庭こそが生活者全員の
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生活の場であり、唯一の自由な場であるはず

なのに、ここにまで病院や施設においてなさ

れてきた規制が密かに忍び寄るとすれば、こ

れは由々しき問題である。

重要なのは、需要側と供給側がともに妥協

やあきらめ、しょうがないと思いながら医療

と福祉の双方の担い手となるのではなく、「納

得」することである。そして両者がそれぞれに

「ひとつの全体」の部分となって、分かち合い

ながらその全体を常にバランスよく保ってい

くことなのである。

とすれば、少なくとも需要側に必要なのは

選択の自由である。介護保険制度は確かによ

く考えられた制度ではあるが、最も問題とな

るのは、この選択の自由が行使されるか否か

という点にあろう。

``入れ替わり立ち替わり"で

利用者に疲労を与えなし制 度

患者や障害者の状態や介護の度合いが軽度

から中等度の場合は、介護保険の枠組みがう

まく機能する例が多数であろう。ところが、

人工呼吸器、吸引器、胃痩経管栄養、褥瘡処

置等の医療行為を常に伴う介護が必要な人や、

小児、また意思疎通を上手にこなす技術が要
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図1介 護の状況

ある程度患者 は自立 している(家 族は介護以外の

時間も持てる)

唾 』 一日中介護が必要(2時 間 ぐらいなら離れ られる)

一 日中介護 が必 要(全 介 助 で離 れ られな い)
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表1訪 問看護 ステ ー シ ョン ・ホ ーム ヘ ル プサ ー ビス利用 者 の意 識

担当制 につ いて 人間関係について

116・1

143

置40・2

■o

項 目 回答数(%) 項 目 回答数(%)
一人の担 当者 に長 く訪問 して欲 しい 30(71.4) ス トレスを感 じた ことがある 10(23.8)

担当者を決めずに交代で訪問して欲しい 12(28.6) ない 32(76.2)

計 42(100) 計 42(100)

表2公 的サービス利用時の担当者の自己専任制の導入について

項 目 回答数 (%)

担当者を選択指名できるように改善して欲しい 35 41.7

選択指名ができない現状も仕方がない 7 8.3

現状維持でもかまわない 42 50.0

計 84 100.0

求される人、心の動揺が激しい癌末期の人等

の場合は、「技術の異なる、不特定多数の人間」

が 「入れ替わり立ち替わりに赴 く」ことそれ

自体が患者あるいは障害者本人、家族に対し

て多大な精神的、肉体的疲労を与えてしまう

危険性を孕むことになる。

すなわち患者、障害者と家族の要求に適合

した均一な介護を常時供給することができず

に、質の不均一な介護を、まばらな時間帯の

中でのみ供給することとなる。

現在想定されている介護保険の枠組みの中

では、上記のような最重症例や特殊例に対 し

ては十分な機能を発揮できない可能性があり、

これとは別のシステムを同時に活用する必要

性があると考える。隠 者、障害者及び家族が

希望 し、かつ信頼関係が密な介護者」が 「十

分な時間、要求される介護に携わる」ことの
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できる、いわゆる 「全身性障害者(選 任)介

護人派遣事業」がこれにあたる 惨考文献)。

ここでは、すでに数多くの自治体で行われ

ているこの制度の紹介と、これに対する患者

の期待度、制度の運営上の問題点を挙げる。

この制度と介護保険との併用こそが、これか

らの神経難病を中心とする最重症者の在宅介

護にとって重要な役割を担うものと考える。

逼封壬介謝 派遣事業により

介護保険制度をフォロー

平成10年12月 にお いて、仙 台往 診 ク リニ

ックの患者110名 に意 識調査 を行 い、79%の

回答 を得 た。 これ によれば、図1の ように一

日中介 護が必 要で ある家庭 が全体 の4割 を占

めて いる。 さらに入 れ替 わ り立 ち替 わ りの担

当者 で はない、同 じ担 当者 を望 む家 庭が7割
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表3介 護人派遣事業の利用について

A.利用を希望するか?

項 目 回答数 (%)

ぜひ利用 したい 64 73.6

利用 した くない 2 2.3

利用 しな くて もよい 21 24.1

計 87 100.0

B.介護が楽に なると期待で きるか?

項 目 回答数 (%)

楽 になる 62 96.8
、い い
え 0 00

変わ らない 2 3.2

計 64 100.0

表4派 遣事業の利用により就業が可能になるとした らどうしますか?

1項 目 回答数
A フルタイムで仕事 に就 きたい 5

B パ ー トタイムで仕事 に就 きたい 2

C 自営業に専念できる時間が増える 3

D 仕事に就きたいが、患者が心配で踏み切れない 6

E 必要ない(家 族に収入がある) 4

F 必要ない(年 齢的に無理) 29

計 49

図2選 任介護人派遣事業の必要性

重症者

常時介護を必要 とする者

人工呼吸器を装着
吸引行為が必要

癌末期
その他

患者本人 ・家族との個人的信頼関係が重要

患者個々に特有の処置 ・判断が求められる

号
ということは!

入れ替わり立 ち替わり人材派遣ではダメ

特定の人が信頼関係の下に介護を行う

1中等～軽症司

従来の
介護制度でも

うまくできる

でしょう

を超えている(表1)。 担当者を患者、家族が

選任したい希望も多い 俵2)。

介護人の人材については、有資格者を希望

するとともに、人柄、相性を重要視しており、

家族の生活内部に入 りこむ際の介護の特徴を

表 している。この制度が利用できる場合には

ぜひ利用 したいと考える家庭は、73%に 達し

ている 俵3-A)。 .この制度の活用により、現

在よりも介護が楽になると考える家庭は71%
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図3選 任介護人派遣事業 と従来の制度との違い
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図4介 護保 険制度 との単価的な比較
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介護費用

(表3-B)で あり、家庭経済を支える介護者

の場合には、再就労を望む声が高い 俵4)。

こうした選任介護人派遣事業(図2)を 行

うことにより、介護保険では補いきれない家族

側の要求をも満た砥 かつ介護者の就労にも

道を開くことができるといえる。また、限定付

きではあっても、介護する家族にも報酬を支

給する制度は(現 金支給の問題点はあるもの

の)、選任介護人派遣事業における担当介護人
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40万 円

への現金支給と同様であり、今後のさらなる

調整に期待するものである。

図3の ように、選任介護人派遣事業は従来

の制度とは異なり、介護i人の資格以上に重要

なのは患者、障害者および家族との信頼関係

である。したがって、資格が先行するべきでは

なく、需要側が何を望むかという期待に応え

られる人材であるならば、(望まれる技術がで

きることを前提として、)誰にでも門戸が開か

れることが重要である。

単価的には、訪問入浴サービスなど介護保

険の枠組みに乗る必要のあるサービスも一部

には認められるが、最重症者の場合にはむし
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ろ、選任介護人派遣事業のほうが介護費用は

安価となる(図4)。

介護保険制度と選任介護人派遣事業は優

劣の問題ではなく、この両制度をうまく活用

することによりバランスのとれた在宅生活を

可能にしていくことができるものと考える。

*資 料 の提 供お よび御示 唆 をいただきま した障害

者 自立 生活 ・介護 制度相談 セ ンターの皆様 に深 く感

謝 を申 し上 げます。
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